
 

令 和 ７ 年 ２ 月 ５ 日 

午後６時３０分～７時３０分 

高輪区民センター集会室 
 

 

 

令和６年度第１回 高輪地区町会・自治会連合会次第 
 

 

１ 開  会（午後６時３０分） 
 
 

２ ご 挨 拶（午後６時３１分～６時４０分）   

（１）高輪地区町会・自治会連合会会長 櫻井 忠太郎 

（２）高輪地区総合支所長 白井 隆司 
 
 

３ 連絡事項（午後６時４０分～７時） 
 
 

No 件        名 所管及び問い合わせ先 

①  公園・児童遊園への公衆無線ＬＡＮの拡充と 

スマートポールの設置について 

企画経営部デジタル改革担当 

℡-3578-2073 

②  町会・自治会・マンション交流活性化プロジェクト

実施報告について 

高輪地区総合支所協働推進課 

℡5421-7621 

資 料

配 付

のみ 
自転車用ヘルメット購入費助成について 

街づくり支援部地域交通課 

℡3578-2262 

 
 
 

４ 高輪地区町会・自治会連合会の取組みについて（午後７時～７時２０分） 

 資料１・資料２ 

                             
 

５ 令和７年度上半期町会・自治会の活動予定について（午後７時２０分～７時３０分） 

                                     
 
 

 ６ 閉 会（午後７時３０分）   

「３ 連絡事項」で配布した資料は区ホームページにも掲載します。 

トップページから以下のようにお進みください。 

ホーム > 高輪地区総合支所 > 町会・自治会一覧・加入案内 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

港区立公園・児童遊園への公衆無線ＬＡＮの拡充とスマートポールの設置について 

 

  港区では、これまでも区民・来街者への通信環境の提供や防災の観点から、無料で利用可能な

公衆無線ＬＡＮの整備を進めてきました。 

  子どもから高齢者、通勤や観光による来街者の方まで幅広く利用されており、災害時における

避難場所等としても活用を見込んでいる区立公園・児童遊園にも整備を拡大していきます。 

  区立公園等へは、公衆無線ＬＡＮの整備に加え、人流カメラやデジタルサイネージ等の様々な

機能も合わせて搭載できる「スマートポール」として設置を予定しています。 

１ はじめに 
３ スマートポールのデザイン（案） 

スターリンク 

公衆無線 

ＬＡＮ 

カテゴリ   機 能    得られる効果・成果 

繋がる 

公衆無線 LAN 

伝わる 

見える 

助ける 

ソーラーパネル 

デジタルサイネージ 

スピーカー 

人流カメラ 

ＡＥＤ 

非常用電源 

安定したネットワーク環境の 

提供（スターリンク搭載） 

災害時等における電気の供給 

行政情報、町会・自治会などの 

地域情報、災害情報の発信 

緊急時、災害時のアナウンス 

災害やイベント時における公園 

の混雑状況の把握 

わかりやすい場所への設置 

災害時の機能維持、電源供給 

○通信インフラの強靭化 
衛星通信も活用し、大規模災害時に 
も安定的な通信を確保 

多機能ボックス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＡＥＤ 

人流カメラ 
（属性別） 

非常用電源 
・蓄電池 
・コンセント 

デジタルサイネージ 

ソーラーパネル 

人流カメラ 
（人数カウント） 

ＡＥＤパトランプ 

スピーカー 

高さ 6ｍ 

・幅 1.3ｍ 

・奥行き 0.7ｍ 

・高さ 2.3ｍ 

○安全・安心な公園利用 
熱中症情報等の発信やＡＥＤによる 
迅速な対応・安定的な電力供給 

○情報発信力の強化 
地域のイベント等の情報発信、 
地震等の災害・避難情報をリアル 
タイム配信 

○人流データの分析・活用 
利用者の属性情報や通行量データを 
取得・分析 

データ 
分析 

人流 
カメラ 

公衆無線 
LAN 

公衆無線 
LAN スピーカー デジタル 

サイネージ 

公衆無線 
LAN 

スター 
リンク 

ソーラー 
パネル 

デジタル 
サイネージ AED スピーカー 

非常用 
電源 

 

２ スマートポールの機能 

公園の設置場所に 
応じた、コンパクトな設計 

樹木等の景観に 
溶け込むデザイン 

港区企画経営部デジタル改革担当 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

  

地区 公園名 防災関係 

芝 

芝公園 
広域避難場所 

芝公園四丁目 8 番 4 号 

芝五丁目児童遊園 
地域集合場所 

芝五丁目 18 番 4 号 

麻布 

有栖川宮記念公園 
広域避難場所 

南麻布五丁目 7 番 29 号 

一の橋公園 
- 

東麻布三丁目 9 番 1 号 

赤坂 
高橋是清翁記念公園 

地域集合場所 
赤坂七丁目 3 番 39 号 

高輪 

古川さくら児童遊園 
- 

白金一丁目 2 番 4 号 

白金台どんぐり児童遊園 広域避難場所 

地域集合場所 白金台五丁目 19 番 1 号 

芝浦 

港南 

芝浦公園 
地域集合場所 

芝浦一丁目 16 番 25 号 

こうなん星の公園 
地域集合場所 

港南一丁目 9 番 24 号 

お台場レインボー公園 
地域集合場所 

台場一丁目 3 番 1 号 

 

  令和７年度に設置する公園・児童遊園は、比較的規模が大きく、人の出入りが多い公園・児童遊園を中心に設置します。 

  公園・児童遊園内に設置する場所は、公園・児童遊園の利用を妨げず、スマートポールの機能を十分活用できるポイントを選定しています。 

  スマートポール設置後は、平常時の利用状況の分析や災害時を想定した機能検証などを行います。 

４ 令和７年度に設置する公園・児童遊園（案） 



古川さくら児童遊園への設置について

制約 区分 選定条件 候補地①

場所
制約

場所
• 公園入口周辺であるか 〇

• 設置スペースがあるか 〇

利用
• 公園利用の支障にならない場所か 〇

• 安全に配慮されているか 〇

景観 • 景観に配慮された場所であるか 〇

その他 • 今後の公園整備計画との整合性があるか 〇

機能
制約

スター
リンク

• 建物や高い障害物、木々や電柱などの近くではな
く、空を見渡せる開けた位置であるか

〇

ソーラー
パネル

• 設置場所及びその周辺の太陽の方角が開けている
か、障害物がないか

〇

デジタル
サイネージ

• 十分人の目につく位置にあるか
• 災害時の活用やタッチパネル利用を考え、周辺に

十分なスペースがあるか
〇

スピーカー • 公園内で広く音声がいきわたる位置であるか 〇

人流カメラ
• 見通しがよく、可能な限り公園全体の人流を解析

できる位置であるか
〇

公衆無線
ＬＡＮ

• 出来る限り公園の広いエリアをカバーできるよう
な位置であるか

〇

 候補地①は場所の制約をクリア
し、機能の利用も問題ない

 その他エリアは公園利用に支障
のない設置スペースが確保でき
ない

スマートポール設置イメージ図

■公衆無線ＬＡＮの利用可能範囲（想定）

■人流カメラのデータ取得範囲（想定） ■スピーカーの音声が届く範囲（想定）

出典：国土地理院の空中写真に図示

出典：国土地理院の空中写真に図示

半径50ｍ

半径100m(理論値)

候補地①



白金台どんぐり児童遊園への設置について
スマートポール設置イメージ図

候補地①

候補地④

候補地③

制約 区分 選定条件
候補地

①
候補地

②
候補地

③
候補地

④

場所
制約

場所
• 公園入口周辺であるか 〇 〇 〇 〇

• 設置スペースがあるか × 〇 〇 〇

利用
• 公園利用の支障にならない場所か 〇 〇 〇 〇

• 安全に配慮されているか 〇 〇 〇 〇

景観 • 景観に配慮された場所であるか 〇 〇 〇 〇

その他 • 今後の公園整備計画との整合性があるか 〇 〇 〇 ×

機能
制約

スター
リンク

• 建物や高い障害物、木々や電柱などの近
くではなく、空を見渡せる開けた位置で
あるか

× 〇 〇 ×

ソーラー
パネル

• 設置場所及びその周辺の太陽の方角が開
けているか、障害物がないか

〇 〇 〇 ×

デジタル
サイネー
ジ

• 十分人の目につく位置にあるか
• 災害時の活用やタッチパネル利用を考え、

周辺に十分なスペースがあるか
〇 〇 〇 〇

スピー
カー

• 公園内で広く音声がいきわたる位置であ
るか

〇 〇 〇 〇

人流カメ
ラ

• 見通しがよく、可能な限り公園全体の人
流を解析できる位置であるか

〇 〇 〇 〇

公衆無線
ＬＡＮ

• 出来る限り公園の広いエリアをカバーで
きるような位置であるか

〇 〇 〇 〇

 候補地①は、スペースが狭
く、樹木の伐採が発生する

 候補地②③は場所の制約を
クリアし、機能の利用も問
題ない

 候補地④は、人流が少なく、
工事車両の通行スペースも
ない

■公衆無線ＬＡＮの利用可能範囲（想定）

■人流カメラのデータ取得範囲（想定） ■スピーカーの音声が届く範囲（想定）

出典：国土地理院の空中写真に図示

半径100m(理論値)

半径50ｍ

候補地②

出典：国土地理院の空中写真に図示出典：国土地理院の空中写真に図示

出典：国土地理院の空中写真に図示

※以下は、候補地③での想定範囲です。
候補地②の場合も想定範囲は同程度です。

候補地② 候補地③



令和７年２月５日 

高輪地区総合支所管内 町会・自治会長様 

 

港区高輪地区総合支所協働推進課長 

本 城  典 子 

 

高輪地区町会・自治会・マンション交流活性化プロジェクトの実施報告について 

 

高輪地区町会・自治会・マンション交流活性化プロジェクトの実施内容について、今年度

も当事業にご協力いただきありがとうございました。 

実施内容について下記のとおり報告いたします。 

次年度も、引き続きご協力いただけますようよろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１ 地域の「潤滑油」となる講座について 

  受講生応募数：１９名（１６町会・自治会） 

  実施回数：全７回 

今年度の講座では、例年お願いしております町会・自治会との顔合わせの他、町会・自

治会の活動（お祭りやその準備、片付け）を実際に体験することを実施しました。 

また、体験を受け入れていただいた町会・自治会役員の方々からお話をいただくなど、

様々なご協力をいただき、大変有意義な講座であったと受講生からも好意的な意見をい

ただいております。 

  特にマンションにお住いの方が町会・自治会のことを知ることができ、町会・自治会

に加入する機会を作ることができる講座となっておりますので、持続可能な町会・自治

会運営のためにも引き続きのご協力をお願いします。 

 

                      

 

 

 

 

 

２ プロジェクトチームによるイベントの実施について 

 町会・自治会と区域内のマンションと交流を行い、協働事業の検討及び実践を行いまし

た。 

① 西町自治会、白金今里町協和会、プラウドタワー白金台ふれあいサロン協働事業 

納涼祭 

   ３団体合同で実施。役割を分担した上で高輪台遊び場を会場にて納涼祭を行いました。 

   終盤には花火大会を実施し、交流を深めることができました。 

講座の様子 各町会・自治会との面談



                    

 

 

  

 

 

 

 

  ②白高町会、白金タワー、白金ザ・スカイ協働事業 

 防災に関する勉強会 

 検討の結果、地域防災、マンション防災について参加者同士が共通理解を深めるため

に勉強会を実施しました。 

 マンション防災に詳しい講師からタワーマンションの災害対応や揺れ方のイメージを

紹介したり、過去の大地震から学ぶことを紹介するなど講義を受けました。更に、それ

ぞれのマンションの取り組みや、町会の取り組みなどを意見交換し、交流を図りまし

た。 

                     

 

 

 

 

 

 

 

３ イベントお助けバンクについて 

 登録者数：１１名 延べ参加人数９名 

 町会・自治会からの依頼数：５回（内１回は２日間） 

  納涼祭、町みこしの担ぎ手、お祭りの準備や片付け、餅つきに登録人材を活用してい

ただきました。町会・自治会のイベントだけでなく、清掃活動や倉庫の片付けなど、マ

ンパワーが必要な時にはご連絡いただければ登録者を募ります。 

 

 

 

港区高輪地区総合支所協働推進課協働推進係 

担当：栗原・片桐・佐藤 

電話：０３-５４２１-７６２１ 

納涼祭の様子 分担して駐輪場を整理している様子

勉強会資料表紙 勉強会の様子

町みこしの担ぎ手お助け 餅つき調理のお助け



対象
安全性が認められたヘルメットを購入し、

自転車損害賠償保険等に加入している人
※ 自転車損害賠償保険等とは、自転車で事故を起こした時に備える保険・共済です。

締切 令和７年３月３１日まで

必要書類

1
申請書
港区ホームページからダウンロードできます。

2
自転車用ヘルメット購入時の

領収書やレシート等の写し

令和6年４月１日以降に購入したもの

3
自転車損害賠償保険等の

加入が確認できる書類の写し

コンビニやインターネットで加入できます。

自転車保険 で検索

4
安全規格の認証を受けた自転車用

ヘルメットであることがわかる資料の写し

認証マークの例

申込
（１）電子申請

右のＱＲコードを読み取り、お申し込みください。

（２）書類で申請
必要書類４点を地域交通課へ郵送または

持参してください。

電子申請
ＱＲコード

港区 街づくり支援部 地域交通課
〒105-8511 港区芝公園１-5-25 港区役所5階

03-3578-2262
ＦＡＸ：03-3578-2369

問合せ
港区ＨＰ
ＱＲコード

自転車用ヘルメットを購入した人に

2,000円分のスマイル商品券
をお渡しします

必要書類について
詳しくはこちらを
ご覧ください。

SGマーク JCFマーク CEマーク

GSマーク CPSCマーク



第１号様式（第５条関係） 

 

港区自転車損害賠償保険加入促進事業商品券支給申請書 

 

  年  月  日 

 

（宛先）港区長 

申 請 者 住 所 
〒 

 

 ふ り が な 

氏 名 
 

 電 話 番 号  

 港区自転車損害賠償保険加入促進事業要綱第５条第１項の規定に基づき、下記の

とおり申請します。 

 

記 

 

商品券の支給を受ける者 

ふりがな 

氏  名 
生年月日 

申請者 

との関係 
申請回数 

 年   月   日  回目 

 年   月   日  回目 

 年   月   日  回目 

 年   月   日  回目 

 年   月   日  回目 

＜添付書類＞ 

１ 自転車損害賠償保険等の加入を証する書類の写し（商品券の支給を受ける者全員分） 

※ 申請時点において自転車損害賠償保険等の有効期間が残っているものに限ります。 

２ 自転車用ヘルメットの購入に係る領収書の写し（商品券の支給を受ける者全員分） 

※ 領収日、購入の相手方及び購入品名（ヘルメット等）が記載されたものに限ります。 

※ 領収書の日付は、令和６年４月１日以降に購入したものに限ります。 

３ 安全規格の認証を受けたものであることがわかる資料の写し 

※ ヘルメットの認証マークを撮影した写真もしくは領収書等に記載の製品名や製品

番号と一致する商品パンフレット等 


